
前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

改 正 案 現   行 

 (懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第26条 削除 第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こ

ども園及び保育所に限る。以下この条において

同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者

は、教育・保育給付認定子どもに対し児童福祉

法第47条第3項の規定により懲戒に関しその教

育・保育給付認定子どもの福祉のために必要な

措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を

辱める等その権限を濫用してはならない。 

(準用) (準用) 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13

条を除く。)、第17条から第19条まで、第23条

から第25条まで及び第27条から第33条までの

規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保

育事業所及び特定地域型保育について準用す

る。この場合において、第11条中「教育・保育

給付認定子どもについて」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子ど

もに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除

く。以下この節において同じ。)について」と、

第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地

域型保育」と、第14条の見出し中「施設型給付

費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条

第1項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設

型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保

育給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費

をいう。以下この項及び第19条において」と、

「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給

付費の」と、同条第2項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証

明書」と、第19条中「施設型給付費」とあるの

は「地域型保育給付費」と読み替えるものとす

る。 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13

条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23

条から第33条までの規定は、特定地域型保育事

業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保

育について準用する。この場合において、第1

1条中「教育・保育給付認定子どもについて」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満3

歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上

保育認定子どもを除く。以下この節において同

じ。)について」と、第12条の見出し中「教育・

保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の

見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型

保育給付費」と、同条第1項中「施設型給付費(法

第27条第1項の施設型給付費をいう。以下」と

あるのは「地域型保育給付費(法第29条第1項の

地域型保育給付費をいう。以下この項及び第1

9条において」と、「施設型給付費の」とある

のは「地域型保育給付費の」と、同条第2項中

「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特

定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設

型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と

読み替えるものとする。 

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 省略 第51条 省略 

2 省略 2 省略 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定

地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30

条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条

第3項において同じ。)を、それぞれ含むものと

して、この章(第40条第2項を除き、前条におい

て準用する第8条から第14条まで(第10条及び

第13条を除く。)、第17条から第19条まで、第2

3条から第25条まで及び第27条から第33条まで

を含む。次条第3項において同じ。)の規定を適

用する。この場合において、第39条第2項中「利

用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げ

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定

地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型

保育給付費には特例地域型保育給付費(法第30

条第1項の特例地域型保育給付費をいう。次条

第3項において同じ。)を、それぞれ含むものと

して、この章(第40条第2項を除き、前条におい

て準用する第8条から第14条まで(第10条及び

第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び

第23条から第33条までを含む。次条第3項にお

いて同じ。)の規定を適用する。この場合にお

いて、第39条第2項中「利用の申込みに係る法

第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ど



る小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる

小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満保

育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども

を除く。以下この章において同じ。)」とある

のは「法第19条第1項第1号又は第3号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども(第52条第1項の規定により特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1

項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、

「法第20条第4項の規定による認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳

未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序

により決定する方法、当該特定地域型保育事業

者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法により」と、第43条第1項

中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育

の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除

く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1

号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2

号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第3項中「前2項」とある

のは「前項」と、同条第4項中「前3項」とある

のは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3

号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費

用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前

3項」とする。 

もの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第

19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

の数」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満

3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章に

おいて同じ。)」とあるのは「法第19条第1項第

1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1

項の規定により特定利用地域型保育を提供す

る場合にあっては、当該特定利用地域型保育の

対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。)」と、「法第20条第4項の規定

による認定に基づき、保育の必要の程度及び家

族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高

いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優

先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該

特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基

本方針等に基づく選考その他公正な方法によ

り」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定

保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護

者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条

第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2

項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とある

のは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額」と、同条第

3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第

4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げるもの

を除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前

各項」とあるのは「前3項」とする。 

  

 


